
令和３年４月教育委員会議定例会 議事日程 

 

 

日 時 令和３年４月２３日（金） 

 午前９時 30 分より 

場 所 町民センター ２Ａクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項 

（１）議案第１号 学校運営協議会委員の委嘱について 

 （２）議案第２号 教育支援委員会委員の委嘱について 

 

５ 報告・協議事項 

（１）教職員の綱紀粛正 資料 No.１ 

（２）二宮町英語検定奨励金交付要綱の一部を改正する要綱 資料 No.２ 

（３）一色小学校単級への対応について 

 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 



 



令和３年４月定例教育委員会議 教育長事務報告 

 

                       （R３.３.26～R３.４.22） 

月 日 曜日 内  容 

３ 26 金 定例教育委員会議 

３ 31 水 
町退職者等辞令交付式 

教職員等転退職者辞令交付式 

４ １ 木 

町職員辞令交付式 

教職員等辞令交付式 

会計年度任用職員辞令交付式（生涯学習課関係） 

４ ２ 金 
小中学校校長会 

会計年度任用職員辞令交付式（教育総務課関係） 

４ ６ 火 

政策会議 

第１回二宮町総合計画策定委員会会議 

第１回二宮町総合戦略推進本部会議 

第 28 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

４ ７ 水 小中学校教頭会・事務職員会議 

４ ８ 木 
生涯学習ボランティア学級講座部会 第 14 回定時総会 

英語教育担当者会 

４ 12 月 小中一貫教育研究担当者会 

４ 15 木 令和３年度重点施策事業等に係る町長ヒアリング 

４ 16 金 環境浄化推進委員委嘱式、環境浄化パトロール 

４ 20 火 
政策会議 

第 29 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 



 



４月政策会議結果報告 

 

令和３年４月６日（火）開催分 

 

【町長あいさつ】 

政策会議を、事業をどう進めるかだけでなく、目的や課題について部を

超えて協議し戦略を練っていく場とするため、積極的な意見交換をするこ

と。今後重点施策事業等のヒアリングも始まるが、私からの来年度事業の

方針を待つだけでなく、刻々と変化する社会課題に目を向け、部長の方か

らも、令和４年度予算に向けて課題や方向性を提案していくこと。 

 

【主な付議案件】 

１ 庁議の運営について                （政策総務部） 

    庁議については、二宮町庁議規程に基づき運営されているが、年度当初

の政策会議のため、庁議の政策決定並びに周知の流れについて改めて確認

を行った。 

 

２ 令和３年度二宮町教育委員会基本方針について      （教育部） 

令和３年度二宮町教育委員会基本方針について、３月26日の教育委員会

定例会で決定したので報告を行った。 

 

【情報交換】 

 〇 ことわらない相談窓口について（健康福祉部長） 

 〇 認知症サポーター養成講座実施計画について（健康福祉部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４月政策会議結果報告 

 

令和３年４月 20 日（火）開催分 

 

【町長あいさつ】 

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種の案内を、近々65歳以

上の高齢者へ発送するが、問い合わせが多くなることが予想されるので、

全庁的に対応できるよう協力をお願いしたい。 

 

【主な付議案件】 

１ 一般質問・総括質疑及び予算審査特別委員会における要望等の対応につ

いて                        （政策総務部） 

   令和３年第１回議会定例会の一般質問・総括質疑及び予算審査特別委員

会における議員及び委員からの要望事項について町の対応を確認した。 

 

 

２ 令和３年度二宮町町民活動推進補助金交付団体ついて （政策総務部） 

   町民活動推進補助金「町民活動ステップアップ支援」について、８団体

へ補助金を交付することになったので報告があった。関係する課において

は、町民活動団体との連携の参考にしてほしいとのこと。 

 

【情報交換】 

 〇 クールビズ（５月１日～）について（都市部長） 

 



事業報告 （令和３年３月26日～令和３年４月22日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

3月31日 水 教職員等転退職者辞令交付式 役場 16

4月1日 木 教職員等辞令交付式 役場 28

4月2日 金 小中学校校長会 町民センター 11

4月2日 金 支援教育補助員研修会 町民センター 24

4月6日 火 小中学校入学式 各小中学校
小 177
中 199

4月7日 水 小中学校教頭会、事務職員会議 町民センター 18

4月8日 木 外国語活動・英語教育担当者会 教育研究所 7

4月12日 月 小中一貫教育研究担当者会 役場 7

4月12日 月
ことばの教室「そにっく」担当者会・
学校訪問

一色小・山西小 －

4月13日 火
ことばの教室「そにっく」担当者会・
学校訪問

二宮中・二宮西
中

－

4月15日 木
児童生徒指導担当者会、教育相談コー
ディネータ担当者会

オンライン 16

4月16日 金 学校事務連携会議 町民センター 8

4月19日 月 学校保健担当者会 教育研究所 6

4月21日 水 教務担当者会 オンライン 6

教育総務課事業報告



事業予定 （令和３年４月23日～令和３年５月19日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

4月26日 月 小中一貫カリキュラムワーキンググループ代表者会 オンライン 31

5月6日 木 特別支援教育担当者会 町民センター 20

5月11日 火 初任者研修会 町民センター 8

5月12日 水 小中学校校長会 町民センター 11

5月12日 水 二宮町図書館・学校図書館連絡会議 二宮小学校 13

5月13日 木 情報教育担当者会 オンライン 6

5月14日 金 人権教育担当者会 オンライン 6

5月19日 水 幼稚園・保育園・小学校連携推進委員会 町民センター 8

5月19日 水 幼稚園・保育園・小学校交流会 町民センター 16

事業報告 （令和３年３月26日～令和３年４月22日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

4月8日 木 １学期給食開始 小中学校 －

事業予定 （令和３年４月23日～令和３年５月19日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

4月21日 水 納入物資業務監査 給食センター 5

学校給食センター



令和 3 年 4 月 21 日 

町立中学校３年生 保護者の皆様 

二宮町教育委員会教育長  

（公印省略）  

令和３年度における修学旅行の延期について 

 日頃から、町教育行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、神奈川県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止

等重点措置の区域に指定されたことを受け、同教育委員会から、指定期間となる

４月 20 日から５月 11 日までの 22 日間の教育活動について、考え方が通知され

ました。 

同通知では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、指定期間中に

おける県立学校の教育活動のうち、修学旅行等の宿泊や、県境を越えての移動を

伴う行事は延期または中止とされ、県内市町村に対しても、これを踏まえた適切

な対応が求められています。 

この通知を受け、町教育委員会では、５月下旬に予定されていた町立中学校の

修学旅行について、重点措置の指定期間からは外れているものの、昨今の感染状

況や変異株の広がりなどを踏まえ、生徒の感染リスクの軽減とともに、再びの感

染拡大を防止する観点から、当面の間、延期することが妥当と判断しました。 

実施時期等の詳細については、今後の状況を踏まえ、あらためて学校長からお

示しいたしますので、保護者の皆様のご理解をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ先 

教育部教育総務課 ℡75-9261（直通） 



 



生涯学習・スポーツ班

月日 曜日 会 議 ・ 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

3/27 土 4人 4人

3/28 日 6人 6人

4/4 日 6人 5人

4/10 木 14人 13人

4/17 土 15人 15人

4/15 木
青少年指導員委嘱式
青少年指導員連絡協議会①

書面開催

4/16 金 環境浄化推進員委嘱式・環境浄化パトロール①
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ2

町内
9人 9人

生涯学習・スポーツ班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 開始時間

4/25 日 子ども会リーダー研修会【中止】 町立体育館 9:00

4/28
～
5/2

水
～
日

菜の花絵手紙展 ふたみ記念館 －

5/14 金 環境浄化パトロール② 町内 15:00

5/19 水 社会教育委員会議①
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

13:30

17人

生涯学習課事業予定（令和3年4月23日～令和3年5月19日）

生涯学習課事業報告（令和3年3月26日～令和3年4月22日）

【新型コロナウイルス感染症の社会教育施設の対応】
・会食、合唱・カラオケ等の禁止は継続
・人数制限をしている施設（ラディアン・体育館・武道館）の使用料50％減免の継続
　※温水プールは空調設備故障により当面の間臨時休館中

ピアノマラソンコンサート中止に伴う代替事業
　※ピアノマラソンコンサート参加予定者による20分の自由演奏

ラディアン
ホール



月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 参加・利用

3/30 火 リサイクルコーナー(～4/11(日))3,600冊提供 展示ギャラリー 残900冊

3/30 火
資料展示「新型コロナウイルス関連資料」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(～5/9(日)）

２階特設展示架 43冊

4/6 火 アクリルパーテーション設置 学習コーナー他 -

4/14 水 ブックスタート事業（子育て健康課と共催） 保健センター １６組(冊)

4/17 土 おはなし会(最大6組)） おはなしのへや ３組7人

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 開始時間

4/23 金 わらべうたであそぼう(各4組) ラディアン和室
10:00～
11:00～

5/13 木
資料展示「オリンピック関連資料」
                                     (～5/30(日))

２階特設展示架 -

5/15 土 おはなし会(最大6組)） おはなしのへや 10:00～

5/21 金 わらべうたであそぼう(各4組) ラディアン和室
10:00～
11:00～

生涯学習課事業報告（令和3年3月26日～令和3年4月22日）

図書館班

生涯学習課事業予定（令和3年4月23日～令和3年5月19日）

図書館班

リサイクルの様子 おはなし会の様子



議案第１号 

 

学校運営協議会委員の委嘱について 

 

令和３年４月２３日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

学校運営協議会委員について、令和４年３月３１日までの委嘱を提案する。  

 

 

 

 

 

 



 



担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員（二宮中学校）

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 遠藤　次男 新任令和3年4月1日 令和4年3月31日



議案第２号 

 

教育支援委員会委員の委嘱について 

 

令和３年４月２３日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

教育支援委員会委員について、令和５年３月３１日までの委嘱を提案する。  

 

 

 

 

 

 



 



担当課名

各種委員名

氏     名 発令年月日 任期

1 竹末　良三

2 加藤　博人

3 中西　美保

4 古正　栄司

5 藤田　和人

6 松本　雅志

7 和田　智司

8 中島　聖哉

9 矢野　貴宏

10 丸山　友紀子

11 山田　由紀恵

12 海老澤　晴美

13 島津　由美

14 畑谷　克枝

15 山中　覚

16 加藤　直子

17 和田　隆彦

18 守屋　保子

19 小林　佐織

関係行政機関の職員

二宮町民生委員・児童委員

その他教育委員会が必要と認める者

教育総務課

教育支援委員会委員

２年

備考
（新任の場合記載）

令和3年4月1日

中郡医師会医師

二宮町立学校の教職員



























1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

二宮町英語検定奨励金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

二宮町英語検定奨励金交付要綱の一部を次のように改正する。 

第３条中「３級」を「３級以上の級」に改める。 

第４条第１項中「３級」を「３級以上の各級」に改める。 

第４条第２項中「在学中１回」を「在学中２回まで」に改め、同項に次のただし

書きを加える。 

ただし、準２級以上の検定料に対する奨励金の交付は、対象者が既に英語検定 

３級以上の級を取得している場合のみ行うものとする。 

第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.２ 



2 

 

 

二宮町立 中学校

年度

第 回英語検定

学年 組 番号 生　徒　氏　名 生年月日 受検級 検定料(円)
(準2級以上受検)

３級以上取得済は

「✔」を記入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※

※

第３号様式（第５条関係）

二宮町英語検定奨励金交付対象受検志願者内訳書

合　　計

在学中に既に奨励金の交付を2回受けた生徒が申請していないかチェックした上で御提出ください｡

準2級以上は、3級以上の級を取得済であることが申請の条件となります。
 

 

         

附 則  

この要綱は、公表の日から施行する。 



1 

 

 

 改正前 

（奨励金の対象）  

第３条  奨励金の対象となる者（以下「対象者」という。）

は、二宮町立中学校に在学する生徒の保護者で、当該生

徒が在籍する二宮町立中学校の校長（以下「校長」とい

う。）に当該生徒が英語検定３級以上の級の受検申込み

をした者とする。ただし、協会により検定料免除が適用

される欠席理由以外の理由で、受検当日に欠席した生徒

の保護者及び既に対象者となった者は除く。  

（奨励金の額等）  

第４条  奨励金の額は、受検する英語検定３級以上の各級

の検定料の額とする。  

２  奨励金の交付は、当該年度の第１回から第３回の英語

検定に対し行うものとし、生徒１人当たり二宮町立中学

校在学中２回までとする。ただし、準２級以上の検定料

に対する奨励金の交付は、対象者が既に英語検定３級以

上の級を取得している場合のみ行うものとする。  

 

（奨励金の対象）  

第３条  奨励金の対象となる者（以下「対象者」という。）

は、二宮町立中学校に在学する生徒の保護者で、当該生

徒が在籍する二宮町立中学校の校長（以下「校長」とい

う。）に当該生徒が英語検定３級の受検申込みをした者

とする。ただし、協会により検定料免除が適用される欠

席理由以外の理由で、受検当日に欠席した生徒の保護者

及び既に対象者となった者は除く。  

（奨励金の額等）  

第４条  奨励金の額は、受検する英語検定３級の検定料の

額とする。  

２  奨励金の交付は、当該年度の第１回から第３回の英語

検定に対し行うものとし、生徒１人当たり二宮町立中学

校在学中１回とする。  

 

 

 

 

 

二宮町英語検定奨励金交付要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

 

改正後 

 

二宮町英語検定奨励金交付要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

 



2 

 

 

 改正前 

第３号様式（第５条関係）  

二宮町立 中学校

年度

第 回英語検定

学年 組 番号 生　徒　氏　名 生年月日 受検級 検定料(円)
(準2級以上受検)

３級以上取得済は

「✔」を記入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※

※

第３号様式（第５条関係）

二宮町英語検定奨励金交付対象受検志願者内訳書

合　　計

在学中に既に奨励金の交付を2回受けた生徒が申請していないかチェックした上で御提出ください｡

準2級以上は、3級以上の級を取得済であることが申請の条件となります。  

第３号様式（第５条関係）  

二宮町立 中学校

年度

第 回英語検定

学年 組 番号 生　徒　氏　名 生年月日 検定料(円)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※

第３号様式（第５条関係）

二宮町英語検定奨励金交付対象受験志願者内訳書

合　　計

在学中に既に奨励金の交付を受けた生徒が、再度申請していないかチェックした上で御提出ください｡

 

 

改正後 
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   二宮町英語検定奨励金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、二宮町立中学校に在学する生徒が、グローバル化に対応した英

語力を身に付けられるように、英語に対する興味・関心を高め、学習意欲の向上を

図るため、予算の範囲内において二宮町英語検定奨励金（以下「奨励金」という｡）

を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会（以下

「協会」という｡）が実施する実用英語技能検定をいう。 

 （奨励金の対象） 

第３条 奨励金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、二宮町立中学校

に在学する生徒の保護者で、当該生徒が在籍する二宮町立中学校の校長（以下「校

長」という。）に当該生徒が英語検定３級以上の級の受検申込みをした者とする。た

だし、協会により検定料免除が適用される欠席理由以外の理由で、受験当日に欠席

した生徒の保護者及び既に対象者となった者は除く。 

 （奨励金の額等） 

第４条 奨励金の額は、受検する英語検定３級以上の各級の検定料の額とする。 

２ 奨励金の交付は、当該年度の第１回から第３回の英語検定に対して行うものとし、

生徒１人当たり二宮町立中学校在学中２回までとする。ただし、準２級以上の検定

料に対する奨励金の交付は、対象者がすでに英語検定３級以上の級を取得している

場合のみ行うものとする。 

 （交付申請) 

第５条 対象者は、奨励金の交付に係る一切の事務を校長に委任するものとする。 

２ 校長は、前項に規定する委任を受けるときは、対象者から英語検定申込書兼委任

状（第１号様式）を徴するものとする。 

３ 前項の規定により委任を受けた校長は、二宮町英語検定奨励金交付申請書（第２

号様式）に二宮町英語検定奨励金交付対象受験志願者内訳書（第３号様式）を添え

て、町長に提出しなければならない。 

 （交付決定) 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上交付決

定を行い、二宮町英語検定奨励金交付決定通知書（第４号様式）により、校長に通

知するものとする。 

 （奨励金の請求） 

第７条 前条の規定により奨励金の交付決定通知を受けた校長は、二宮町英語検定奨

励金交付請求書（第５号様式）により、奨励金の支払を町長に請求するものとする。 
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２ 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、奨励金の交付に代えて当該奨励金

交付対象受験志願者分の検定料を直接協会に支払うものとする。 

 （実績報告） 

第８条 校長は、英語検定終了後 30 日以内に、二宮町英語検定奨励金交付実績報告

書（第６号様式）を町長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第９条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 第３条に規定する対象者と認められなくなったとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。 

（３） その他町長が不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

は、第５条第１項の規定により当該対象者の委任を受けた校長に対して、その旨を

通知するものとする。 

 （奨励金の返還） 

第 10 条 町長は、前条の規定により、奨励金の交付の決定を取り消した場合におい

て、奨励金の当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているとき（第

７条第２項の規定により、検定料が協会に支払われているとき）は、校長を通じて、

当該対象者に対して、30日以内に当該奨励金相当額の返還を求めるものとする。 

 （関係書類の整備等） 

第 11 条 奨励金の交付を受けた校長は、奨励金の交付に係る関係書類等収支を明ら

かにする書類を整備し、交付事業完了年度の翌年度から起算して５年間、当該書類

を保存しておかなければならない。 

 （その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

（二宮町英語検定奨励金交付要綱の廃止） 

２ 二宮町英語検定奨励金交付要綱（平成 24年二宮町教育委員会告示 12号）は、廃  

 止する。 

 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

 


